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第４回スマートメーター制度検討会 

 

日時：平成 22年 8月 31 日(火)15：00～17：00 

場所：経済産業省本館地下 2階講堂 

 

議題 ガスメーター等について、諸外国における動向(アジア等) 他 

 

○山下課長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回スマートメーター制度検討会を

開催させていただきます。委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ御出席いただ

きまして、どうもありがとうございます。 

 初めに、前回から事務局で人事異動がございましたので、改めて御報告させていただき

ます。事務局を担当しております電力市場整備課長ですが、前任の三田にかわりまして、

今後は後任の私、山下が務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いい

たします。また、三田も引き続き電力・ガス事業部政策課長として、本検討会に出席させ

ていただきますので、重ねてよろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の議事進行は林座長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○林座長 

 林でございます。御多用中のところ、多数の御出席ありがとうございます。前回いただ

きました大変な御高説に引き続きまして、本日もよろしくお願いいたします。 

 まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○山下課長 

 それでは、配付資料一覧と、お手元の資料を確認いただければと思います。まず資料１

が議事次第でございます。資料２が委員名簿、資料３が東京ガス株式会社からの御説明資

料でございます。資料４が日本エルピーガス協会の御説明資料でございます。資料５が東

京都水道局の御説明資料、資料６が「アジア・オセアニアのスマートメーターに関する動

向」、三菱総研の資料でございます。資料７が「世界のメーター市場の動向」でございます。

資料８が「これまでの議論における主な論点について（案）」、資料９が「今後の検討スケ

ジュールについて（案）」ということでございます。参考資料として、「スマートメーター
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とエネルギーマネジメントシステムの連携により期待される機能と課題について」という

資料をつけてございます。 

 皆さん、不足はございませんでしょうか。もしあるようでしたら、事務局までお申しつ

けいただければと思います。 

○林座長 

 それでは、改めまして本日の議題につきまして、山下課長より御説明をお願いいたしま

す。 

○山下課長 

 本日の議題でございますが、まずはガスメーター等についてということで、東京ガス株

式会社とエルピーガス協会、そして水道メーターについて東京都水道局から御説明いただ

きます。それから、諸外国における動向、これまでの欧米に加えて、今回アジア等という

ことで、その動向について御説明させていただきます。そして、世界のメーター市場の動

向について説明させていただいた上で、これまで議論された主な論点について取りまとめ

ておりますので、そちらについてご議論いただくということでございます。 

○林座長 

 それでは、まず東京ガス株式会社・前田副会長より、お手元の資料３につきましてプレ

ゼンを行っていただきます。前田副会長、よろしくお願いいたします。 

○前田委員 

 それではお手元の資料、「都市ガス業界のスマートメーターに関する取り組み」というも

ので報告します。 

 本日の中身は、都市ガス業界がスマートメーターについてどんなことをやってきたかと

いうこと、あるいは今後どう考えるかということについて、説明をさせていただこうと思

います。 

 ２ページに目次がありますが、最初に今までの議論ということで、スマートメーターの

位置づけ、これまでの議論がこういうことだったですよねということについて尐し整理し

ました。２つ目に、ガス業界でメーターシステムはどのようなことをやってきているのか

という取り組みの現状、最後に今後のいろいろな可能性等について述べる、それでまとめ

にするということでございます。 

 それでは、最初にスマートメーターの位置づけについての議論ですが、４ページをごら

んください。スマートメーターの定義がいろいろあると思いますが、今までの議論の中で、
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ボックスがいっぱい並んでおりますけれども、一番下がやや物理層というか、エネルギー

事業者のネットワーク等々、一番上がコンテンツということで、本日の議論というのはス

マートメーターを中心にした通信ネットワーク、あるいはコンテンツの等の話をいたしま

す。こういったところで業務の効率化、あるいは新たな価値提供ということについて議論

をさせていただこうと思っております。 

 それで、そもそも何のためにスマートメーターをやるのかということについて、５ペー

ジに尐し整理をしています。これも今までの議論の整理で、やや繰り返しになると思いま

すが、スマートメーターに期待される社会的役割ということです。特に左側の図はよく見

るもので、家庭用や業務用などはあまり省エネが進んでいないということをあらわしてい

ます。 

 右側に４つボックスがあって矢印がつながっておりますけれども、その一番上ですが、

これはエネルギー消費に関する計量データが、かなり精緻化をするということの意義とい

うことでございます。これによって次のボックスにあるように、大きくは２つの話が直接

関係すると思います。一つは、いわゆる見える化によって、家庭や業務部門における消費

者の行動様式が変容する。もう一つは、今のものは自発的に行動を変えるということで考

えると、プラスアルファして、何らかのインセンティブを外側からさらに与えることによ

って、その行動様式が変わる。そういう２つの種類があるのかなと考えております。そう

いったことを通じて、下の枠にありますように、一つは家庭・業務部門における二酸化炭

素排出量の削減の推進といった社会的な役割がある。あるいは全く違う観点から、もう一

つの枠は、エネルギーデータがデジタル化されることによって、何らかの形でアベイラブ

ルになる。そこで新規ビジネスの創出といったようなことが起こるのではないか。こうい

ったことを考えていこうということではないかと思います。 

 ６ページ以降に、都市ガス業界で今までどんなことをやってきたかというのが書いてご

ざいます。 

 ７ページは、都市ガスのメーターはもともと安全機能を相当重視するということで、マ

イコンが採用されてきました。1980 年代の半ばぐらいから、全数普及をするということに

なりまして、右側の図にあるように、現在ではほぼ 100％マイコンメーターと言われてい

るものが普及している状況にあります。メーターの中身は流量を監視する、それに異常が

あれば遮断をするとか、圧力を監視したり、あるいは地震等があったときに自動的に遮断

する等々ということであります。 



4 

 

 ８ページに、現状はそんなことでほぼ 100％ということにはなるのですが、まだまだ機

能的にはもう尐し高機能化できるかなということで、現在やっている話を尐し紹介してお

ります。高機能化とコストダウンということで、超音波メーター。今までのものは、ここ

に写真が２種類ありますが、右側のような膜式のガスメーターだったものを超音波のもの

にしようということで、大きさも３分の１ぐらいというようなことになってきております。

もちろん機能は大幅に拡大する。特に通信関係の機能が拡大しています。あるいはモジュ

ール化ができるといったようなことで、将来の可能性を相当広げているものだと理解して

おります。 

 こういったメーターを使って今どんなことをやっているかについて、９ページ以降に記

載しています。一つはもう御存じのようにいわゆる自動検針をやっております。自動検針

だけではなくて、プラスアルファの付加価値サービスというのはこの後紹介しますが、そ

んなことで、今通信機能を実際に使っているのが、東京ガスの管内で数十万件というレベ

ルで一番左側の方式です。お客様の電話回線を使っておりまして、センター側から何らか

のコントロールをする。あるいはメーター側から異常等を知らせる。あるいは検針をする。

そんなようなことをやっているシステムです。これが基本の方式となります。 

 真ん中は、メーターに通信機能だけがあって、人間が近くまで行って、夜間検針という、

いわゆる繁華街等の通常の時間帯には行けないような検針であるとか、インメーターと称

する家の中にあるようなメーターについては検針しにくいため、このような形でやってい

る例があります。これも数は何万件というレベルだと思います。 

 一番右が、人間のかわりにどこか１カ所から集中的に自動的に検針しようという仕組み

ですが、幾つかの課題の解決に見通しがつかなかったため、現在これは運用を終了してい

るという状況にあります。 

 10 ページ、自動検針以外の付加価値サービスについてです。ガスの遠隔監視・遮断、ホ

ームセキュリティー、帰る前に御風呂を携帯でわかすとか、あるいは高齢者が健康に生活

しているかどうかというのを見守るサービス等々のことをやっているという図が書いてあ

ります。 

 11 ページは、業務用についてももう尐しエネルギーリッチなことをやっていまして、Ｔ

Ｇグリーンモニターと称するものです。最近の使い方等々についてウェブベースで提供す

るということ。あるいは右側にニューメキシコの例が出ていますが、コージェネ等を利用

してネットワークを安定化させるようなことをやったりしているところであります。 
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 12 ページは、今後のメーターリングシステムについての方向性についてです。何らかの

広域の通信網と、それからもう一つは多段中継無線システムをベースに考えております。

例えば集合住宅などを考えるとメーターがいっぱいありますが、それをバケツリレー方式

で、何らかの形で必ず届くというような方式を考えています。それで、広域無線、あるい

は広域無線である必要は必ずしもないかもしれませんが、通信事業者が整備してくれるの

であれば、そのような形でやるのが将来の姿かなと思います。 

 13 ページは、それらの広域の通信方式とローカルの通信方式の比較検討をしております。

ローカルの方はＩＥＥＥの仕組み、すなわち多段中継無線がいいのかなと思っているとこ

ろであります。○×はいろいろありますが、現時点ではこういうことになります。 

 14 ページは、それではこういうものを世界的に国際標準化をするということはどんなふ

うになっているかということですが、ガスメーターとしては各社仕様統一がもう既に実現

しております。それからＬＰガスさんについても、ほとんどの部品を共用化する。もちろ

ん機能が若干違いますので全部同じではありませんが、主要部品について共用化を図ると

いうようなことで、通信についてもほぼ統一している状況にあります。 

 その辺の取り組みが 15ページに書いてありまして、日本の中での事務局から、アメリカ

のＩＥＥＥへの働きかけ、あるいは日本の国内での通信仕様の統一といったことが、既に

行われつつあるということでございます。 

 16 ページは、ＩＥＥＥについてあちこちの会議に出席して、このようなことを実現して

いますというのを書いています。 

 その結果として、とりあえず標準化の中に入るということが一つ、そのほかに将来のコ

ストダウン、あるいは世界展開等についての可能性等が 17 ページに書いてあるということ

でございます。 

 18 ページ以降は、スマートメーターを導入すると今後さらにどんなことがあるのかとい

うことを整理させていただきました。 

 19 ページに、３つの枠があって、「３方よし」というふうに呼んでおりますが、社会的

にもお客様にも事業者にもいいという、そういうスマートメーターが期待されるのかなと

考えております。一番右側は、事業者が自らの業務効率化のためにやる。お客様は、先ほ

どのような料金メニューの多様化、あるいはインセンティブがある。それで結果的に社会

的には低炭素社会の実現、そのようなことができるのではないかというのが 19 ページです。 

 20 ページには、お客様の便益について、いろいろな段階があるのではないかということ
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で、尐し整理をしたものです。大きく３種類の色になっていまして、一番下が単純な「見

える化」、真ん中が「インセンティブの提供」、一番上が「制御」という構造になっていま

す。単純に「見える化」の中でも２種類あるのかなと思います。表の左側に①②とありま

すが、①お客様自身が単純に自分のものを見て行動を変えるというのもあるし、②として

ベンチマーク方式ということで、ある地域の中で自分がどんなことを相対的にやっている

のかというのが比較できると、さらにもっと省エネ行動に走る、そういうことがあるとい

う話。その事例等が右側に出ています。真ん中の黄色いところは、さらに料金インセンテ

ィブだとか、あるいは将来的にはエコポイントやＣＯ２クレジットというような話がある

かもしれませんので、それの萌芽となるようなことが現在行われているところであります。

それから最終的には、各家庭だけではできないような全体の統合制御ということで、社会

システム、あるいはお客様個人にもメリットがあるような仕組みができるのではないか。

こういう整理でございます。 

 21 ページは、そういうことを考えるときに電気だけではなくて熱も考るべき、というこ

とを図に示したものです。 

 22 ページ以降にはお客様の便益につながるサービスについてです。最初に単純な見える

化だけでもということでいうと、現在でもウェブでお客様のデータを表示するというよう

なサービスをやっております。それから、図の右上の方はエネルックと称しますが、給湯

器にリモコンがついていまして、リモコンに表示機能がありますので、そこでエネルギー

の状況などを表示するものです。これは数が既に普及しているという意味では非常に多い

ものですから、こういうことが可能かなと思います。 

 23 ページは、大阪ガスさんも同じようなことをやられているということになります。 

 24 ページは、先ほどのベンチマーク方式ということで、こんなこともあるマンション等

ではやっておりまして、左側の図にあるように、平均的には赤いグラフだけれども、自分

のところは青い棒グラフなのでその違いを意識するようなことをやるとか、あるいはこれ

を最終的にマンション全体でどうしたらいいかということを診断するというようなことを

やっております。 

 25 ページはエネルギーホームドクターということで、東京都の認定を受けて、このよう

な診断等もやっております。 

 26 ページは、さらにインセンティブを追加しようとするもので、将来の検討課題だと思

います。現時点では、物販をやっている事業者が、ついでに割り引きなどを提供するとい
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うような仕組みもないわけではないですが、社会的に広くやるためには右側に書いてある

ように、これはスマートハウスプロジェクト実証事業の報告書ですが、いろいろな関係者、

エコポイントを認定するとか、あるいはそれを発行する仕組み等々、いろいろな社会的な

仕組みが必要だということです。 

 27 ページは機器の統合制御オプションということで、例えば右下のマンションで見てみ

ますと、今度横浜市で実証事業をやりますが、いろいろなエネルギーをマンション全体で

最適化するというようなことが可能になります。 

 28 ページは新サービスの創出ということで、これはオープンにするといろいろな人がや

ってくれるのではないかと思います。こんなことがあるかなということで、エネルギーを

直接利用する場合には、将来的にはエコポイント関連のビジネスとか、間接的な利用だと

マーケティングなどにも使えるかもしれない等々があろうかと思います。 

 それから、国際展開について、29ページ以降に標準化について書いてあります。29ペー

ジの右下に機能と価格の表があって、日本のメーターは機能的には非常にいい。価格が若

干高いけれども、将来海外展開するには十分な可能性があるかなと思っております。 

 例えば 31 ページには、パナソニックさんが GrDF の求めに応じて、無線通信に関する実

証試験に参加しているとか、先ほどの超音波メーターをイタリアが評価している、そんな

ようなことが書いてあります。 

 32 ページは検針業務の効率化ということで、これはもともとのところですので、ごらん

になっていただければわかると思います。 

 33 ページは、事業者サイドとしても単純な検針の合理化だけではなくて、例えば地震等

があったときに、今まで東京都の近傍で 4,000 点ぐらいのセンサーを置いておりますが、

これが何百万、何千万ということになるとすれば、もっと精緻なデータが得られて、高度

に復旧等ができるというような話があるかと思います。 

 35 ページは、そういったことをやっていくときに、今後何をやらなければいけないのか

というのを整理してあるところです。お客様関連、社会関連、事業者関連ということで、

先ほどのさらに進めたことが書いてあります。 

 最後に 36 ページでまとめですが、１点目のポツは、都市ガス業界では結構早くこういっ

たＨＥＭＳ等に取り組んできていますが、今後この技術をＩＣＴと統合して推進していこ

うというのが１点目。 

 ２点目は、先ほどのお客様・社会・事業者の「３方よし」を実現するものとして、スマ
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ートメーターは社会基盤になり得るかなと思います。 

 ３点目は、「エネルギーの見える化」が重要だというのは言われ続けていることですが、

より効果を発揮させるためには、いろいろなオプションを考える必要がある。それは単純

な見える化だけではなくて、インセンティブだとか制御だとかということで、そういうも

のを用意することが重要であるということです。 

 ４点目は、さらにそのためには、社会ルールの整備及び仕組みづくりというのが非常に

重要だと。スマートメーターの精緻な計測というのをどの程度やるか。あるいは省エネ効

果をどうやって認定するか。その結果のインセンティブのポイント発行等々をどうするか。

そういった社会システムが重要であるということです。 

 最後に、標準化に向けた取り組みも重要だということを書いてあります。 

 以上です。 

○林座長 

 前田委員、どうもありがとうございました。 

 続きまして社団法人エルピーガス協会・重松委員長より、資料４につきましてプレゼン

を行っていただきたいと思います。重松委員長、よろしくお願いいたします。 

○重松委員 

 社団法人エルピーガス協会の重松でございます。きょうはこんな時間をいただきまして、

まことにありがとうございます。早速ですが、資料に基づきまして説明をさせていただき

ます。 

 最初に書いていますように、私の方は協会として、平均値といいますか、各企業ベース

ではなくて、協会としての話できょうは報告をさせていただきます。そのために、まず目

次ですが、業界の現状であるとか、業界は今どんなふうになっているのかということにつ

いて、ちょっと皆さんに御理解いただきたいと思います。 

 まず３ページでございます。このＬＰガスというものですが、昭和 30 年ぐらいから家庭

用には使われ始めました。一番初めに使われたときは、台所のすすからの解放というよう

なことで、非常に急激に需要がふえております。昭和 42 年、10 年間ぐらいで 1,300 万戸

ぐらいまでふえました。そのときの事業者は、我々は取締法という範疇で事業をスタート

させたと。したがっていろいろな条件を満たした事業者が、許可をもらって事業を進めて

きた。しかも、その中で 10 年間で 1,300 万戸までふえてきたというようなことですから、

相当多くの急激な需要の伸びがあったと、こういうふうなことでございます。 
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 現在の状況ですが、ＬＰガスの販売事業者は、いっときは５万を超えていましたが、今

は 22,000 事業者ぐらいというような形になります。それから、消費者戸数ですが、都市ガ

スさんと半分半分ぐらいでございまして、2,500 万世帯ぐらいのお客様を、北海道から沖

縄までの間で供給させてもらっています。面積としましては、日本国土の中の都市ガスさ

んの供給エリアが５％ぐらいというふうに聞いておりますので、ＬＰガス業界の方は僻地

も含めまして、山間部を含めまして、エリアとしては 95％ぐらいのエリアを供給している

というような形になります。 

 関連法としては高圧ガス保安法、液化石油ガス法ということで、次のページに出てまい

りますが、大型のローリーで持ってきたＬＰガスを充てん所においてボンベという 50㎏容

器前後のものに入れまして各家庭に運ぶという供給形態となっています。ここの充てん、

配送のところを高圧ガス保安法、それから消費者のところは液化石油ガス法というところ

で規定をされております。 

 それから、保安関係があることから、ＬＰガス販売事業は一定の要件による登録制であ

り、設備等は許認可の事業でありますが、ガス料金は基本的には自由設定の料金でござい

ます。 

 ４ページになりますが、ＬＰガス業界はどんなふうになっているのかというところをあ

らわしております。ここではＬＰガスの供給はもともと、は国内でリファイナリー、石油

精製、石化から出てきたものを使っておりましたが、需要の拡大に伴いどうしても量的に

不足することから安定供給の問題等ありまして、やはり輸入というようなことがあり、な

おかつその上に備蓄義務を持って現在供給の安定化を図っておる、こういうような状況で

ございます。 

 それから供給の担い手ですが、一番上のところにありますように、卸売業者と小売業者

という形になっておりますが、今私が販売事業者と言ったところは小売事業者の数でござ

います。ここで一般の消費者というところに 2,500 万世帯、それからもともと都市ガスさ

んの方が天然ガスをお使いになる前に、あるいはその後も増熱用、原料用としてＬＰガス

をお使いになったというところが今もあると思います。それからスタンド、タクシー用。

それから電力用、火力発電用ですね。それから産業用。こういうような分野にＬＰガスは

使われております。きょうのメーター関係についてというところになりますと、一般家庭

等というところの問題にこれから入ってまいります。 

 マイコンガスメーターの普及ですが、これは右の図にありますように、需要が急激にふ
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えた。それから事業者数がふえた。それから私たちは充てん所と言っていますが、先ほど

のローリーから小分けのボンベに充てんするところ、こういったところも急激にふえまし

た。そんなこともありまして、事故件数が非常に多くなりました。そういったものを尐な

くするために、保安の確保、それから事故を尐なくしようということで、マイコンガスメ

ーターの普及に取り組み始めたのが昭和 61年代だったと思います。そういうようなことで、

マイコンガスメーターの普及も進みますとともに、事故件数は圧倒的に下がってまいりま

した。現在マイコンメーターはほぼ 100％、2,500 万世帯にほぼ全部ついています。そんな

ことで、今現在はメーターも全部ついておりますが、事故件数が今若干上がっております。

マイコンメーターの方は、サプライサイドからメーターに内蔵された制御弁、ここで開閉

をしたりしますので、非常にすばらしいコントロールのできる安全確保のためのメーター、

それとあわせまして、双方向の通信もできるようなメーターが現在ついております。 

 マイコンメーターＳの安全性については、６ページに書いてあるとおり、これは都市ガ

スさんの場合とほとんど変わらないと思います。 

 安全対応の集中監視システムについても、ガスの微尐漏れ、あるいは大量に漏れたとき、

これは完結型でやっておりますので、容器があって、容器から減圧弁を通して、メーター

を通して各家庭の中にガスが入るというような形になっておりまして、一部高圧から減圧

を通してのメーターです。そういうようなことで、高圧で漏れるとかなりの量が漏れる。

そういうようなことも含めて対応ができるようなメーターになっております。それからガ

ス切れ、これは双方向通信を入れている場合については、メーターの方の読みで、在庫の

ボンベの中の残ガスが読めるような仕組みはできております。 

 次に８ページになりますが、今は超音波ＬＰガスメーターが尐しずつ進んでおります。

非常にコンパクトな設計になっておりまして、精度も非常に高いということですが、今現

在まだ 2,500 万世帯の中の 84,000 世帯ぐらいですから、今後普及されることになるだろう

と思っております。 

 ９ページですが、集中監視システムについて報告させていただきます。集中監視システ

ムは今のガス漏れ、ガス切れ、自動検針、こういうふうにいっぱいいろいろないい双方向

通信ができるようなシステムにはなっておりますが、今までかなりやって、当初の立ち上

げは非常によかったのですが、通信回線が相当変化し、コストの負担が大きくなったとい

うことで、今現在の集中監視システムは 624 万件ぐらい（約 24％）の普及で、尐ない状態

でございます。 
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 次のページに、この普及の状態がどういうふうになっているかということを示しており

ます。1987 年から 2000 年ぐらいまでの間は比較的順調に伸びてまいりましたが、2000 年

以降、現在に至ってさほど大きくは伸びてきていないというような形になります。 

 その次に、これに関連するところがありますので 12ページ、集中監視システムを設置す

るためのインセンティブで、実は 1997 年（平成９年）に「認定販売事業者」の制度をつく

っていただきました。これをつくってからこの表を見ると、1997 年から 2000 年までは尐

し伸びましたが、これ以降は同じ「認定販売事業者」制度をつくっても余り伸びていない

というのが今の実態でございます。 

 集中監視システムの概要は、既に御承知のとおりだと思いますが、伝送装置を入れて、

集中監視センターで受けるというようなシステムでございます。これの有線の問題が先ほ

どありましたが、おいおいこういった通信回線の問題から、無線というような方向には入

っておりますが、進捗状態が今のところ思わしくないということが言えると思います。 

 このシステムを導入するための「認定販売事業者」制度、12 ページにありますが、こう

いうようなところまでわざわざ整備していただいたのですが、今のところ余り思わしい進

捗状況ではないという形になります。 

 この通信システムも入れて、集中監視システムを導入することによって、13 ページのホ

ームセキュリティー、こういうような機能も実は付加できるということもありますし、ま

た 14ページにありますように、見守りサービスらしきものもできる。機能としては双方向

の通信システムを入れることによって、消費者サービスといったところの視点で、非常に

すばらしい形のものが見えてくるのではないかと思いますが、今のところなかなか思うよ

うにこの通信システムが入ってこないというようなところがあります。 

 15 ページになりますが、今そういったことでＩＴ関連の開発事業としては、ガス料金の

プリペイドシステムでありますとか、あるいは配送関連、保安関連、営業関連、こういう

ような形でいろいろと開発の方に取り組んでおります。 

 16 ページのＬＰガススマートハウスの取り組みというところです。もともとクリーンな

エネルギーということで、私たちはＬＰガスについては自負しておりますが、その環境対

応上、当然のことでございますが、太陽光あるいは燃料電池、こういうようなところへの

事業の組み立て方も、今かなりの事業者が対応しております。そういったことで、ダブル

発電を含めて、各地域の末端の地域までＣＯ２の発生量を抑えていくというようなことへ

の努力はできるのではないか。こんなふうな思いをしております。 
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 また、ＫＨＫ（高圧ガス保安協会）さんの方では、集中監視システムの付加価値の向上

のために、エネルギー消費量の見える化の問題や一括監視の問題、普及型の簡易型の集中

監視システムの問題、こういうようなところまで検討を進めていただいております。非常

に期待できる問題だと思っております。 

 18 ページのマイコンメーターの知能化の問題でございますが、このあたりも各消費機器

との問題。あるいはガス関連のネットワークの問題。それから一括自動検針。電気、水道、

ガスの都市ガス、ＬＰガス、こういったものとも一緒になって検針ができるような状況も

考えられるというようなところもあります。 

 19 ページのＬＰガス業界の今後の取り組みと方向性でございますが、最も大事なことは、

集中監視システムを早く導入していかなければいけない。そのときにどういう機能を持た

せていくかということで、今 24％ぐらいでとまっているところについて、まず整理をしな

ければいけないだろう。集中監視システムができてくると、省エネ意識の問題や保安の確

保、お客様サービス、こういうようなところがもう尐し充実してくると思っております。 

 それから、今コストの問題がありますが、物流面の方でコストもかなりダブって、交錯

配送という問題もございますので、このあたりのコストと相殺できるようなすばらしいメ

ーターの双方向の導入が期待できるような形で考えるのが、一番直近の問題かなと、こん

なような思いをしております。 

 最後の 20 ページのところに、ＬＰガス業界の考えられる方向性ということで対応してお

りますが、ＬＰガスは一個一個の消費者に配送と検針とお客様サービスを全部つけており

ます。そういうことで、ＬＰガスは「人」を介してのエネルギーの供給であるということ

で、人が見えるところで仕事をしている。したがって、直接家庭内に供給することのメリ

ットをさらに追求していきたいということ。 

 それから、双方向通信という問題とは相反する面が表面は見えるかもしれませんが、こ

れは一体化できる問題で、補助的な機能といいますか、標準的な機能というところは双方

向通信の中に入ってこさせられる問題であると思っております。 

 それから、エネルギーの「地産地消」、先ほど言いましたように個別に供給しているとい

うことで、同じようにＬＰガスの供給と太陽光、エネファーム、こういうようなものを供

給していって、地域満足、お客様満足というところの強化を図っていくという考え方であ

ります。 

 それから、今の家庭内エネルギー等生活全般に関する対応、これはやはりエネルギー以
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外の物販でありますとか、あるいは快適生活を送るためのいろいろなサービス、こういう

ものを提供していける双方向通信の取り組みというところは、これから期待できると思い

ます。一番大事なところは、今メーターそのものはあるわけですから、双方向という問題

をこれからどういうふうに進めていくかというところが非常に大事な問題であると思いま

す。もう一つの問題点は、やはり事業者が地域地域に 22,000 はある。この事業者の方々が

同じようなスピードで導入できるかどうか。このあたりについても多尐問題点を感じてい

る、こういうようなことでございます。 

 以上で私の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○林座長 

 重松委員、どうもありがとうございました。 

 続きまして東京都水道局研修・開発センターの齋藤開発課長より、資料５につきまして

プレゼンを行っていただきます。齋藤課長、よろしくお願いいたします。 

○齋藤委員 

 東京都水道局の齋藤と申します。本日は、水道事業につきまして御紹介させていただく

時間を設けていただきましてありがとうございます。 

 では、資料５に従いまして説明をさせていただきます。ちょっとナンバリングを打って

おりませんので、申しわけございません。１枚めくっていただきまして、本日の発表の内

容ということですが、私どもは今回こちらの検討会につきましては、水道から東京都だけ

が参加させていただいておりますので、尐し水道一般のお話を最初にさせていただきたい

と思います。その次に、私ども東京都の事業についての御説明をさせていただきまして、

最後は本日のこの検討会の目的であります、メーターの自動検針化に向けた取り組みとい

うものを説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 １枚めくっていただきまして、まず水道事業というものは、これは電力事業者様やガス

事業者様と尐し違うところもあります。後で御説明いたしますが、水道事業というのはこ

ちらの事業目的にもございますように、まず量だけではなくて、やはりきれいな水、清浄

とか豊富とか低廉というものが水道法に定められておりまして、私どもの目的は、量もさ

ることながら質の問題もあるということが、ユーティリティーとしての一番の責任だと思

っております。 

 この表ですが、事業種類と事業者数と書いてあるのは、これは一般に皆様は水道水道と

おっしゃっていますが、実際例えば私どもの上水道事業というのはこのグリーンの部分に



14 

 

なるんですけれども、約 1,500 強の事業者。これは昨今の市町村合併等もありまして、大

体市町村の数にリンクしております。つまり各市町が１事業を担っているというところが

多いということです。あとはピンクやオレンジ、これは専用水道や簡易水道と言っている

ところですが、非常に小規模な事業者様で、日本の水道事業者数のほとんどを占めている

ことがこちらの表でわかると思います。 

 右側が事業別の給水人口ということで、そのほとんどを占めている専用水道や簡易水道

事業と言われるところは、逆に人口比でいけば非常に尐なく、日本の人口のうち約１億

2,000 万人弱は上水道事業が占めているということになります。ちなみに、これは人口比

でもちろん当たり前のことでもあるのですが、私どもは大体この上水道事業の１割強の給

水人口を抱えているということになります。 

 その下が特徴ということで、私が今申し上げたことの繰り返しになりますが、ほかのユ

ーティリティー事業者様に対しまして、水道事業者数が非常に多いことがおわかりになる

と思います。次に、これも繰り返しになりますが、小規模の事業者が多いことになります。 

 次のグラフになりますが、日本の水道というのは、例えば電力様やガス様と違って、い

わば国内生産のみで行っているというものになります。つまり日本の川であるとか地下水

であるとか伏流水であるとかというものを使って、水を取って、それをきれいにして、皆

様の御家庭に送っているということの御説明でございます。 

 １枚めくっていただきまして、「量」から「質」ということです。これは東京都が今取り

組んでおります。大都市の多くは、例えば大阪市さんとかその他の都市でも皆さんは、水

の量を何とか確保できたということが、今までの取り組みで一つの到達点です。 

 しかし、水道の質というのが重要でして、これはどうしても都市化に伴って水源そのも

のが悪くなってくるということで、悪くなった水源の改善まで待てないで、逆に水をつく

る過程で水をきれいにしていくということです。こちらは専門的なこともありますので、

余り細かいことは省きますが、例えば皆様が水道の水はおいしくない、臭いと、かつて言

われていて、私どももそれに対して、何とか水を「おいしい」という表現を私どもではし

ているのですが、「安全かつおいしい水」をつくっていこうということで、高度浄水処理と

いうものを導入して、水の質への転換というのをすすめ、これは私ども東京都ではもうす

ぐ終了する予定です。今これは全国でも行われております。 

 次に、東京都水道局の事業についてということです。１枚めくっていただきまして、最

初の表は東京都全体をあらわしていまして、私どものエリアは東京 23区とほとんどの多摩
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地域ということになります。水源は、今いろいろ話題になっている八ッ場ダムの周辺にも

あるたくさんのダムから水をいただいておりまして、そのほか相模川の方、これは下の方

になりますが、相模川水系と言っている部分であるとか、私どもの独自のダムであります

小河内ダムというところから水をいただいて、何とか都民の皆様に水を供給させていただ

いているということです。 

 次の表は水道局の事業ということです。こちらは基本事項ということで押さえていただ

ければいいんですけれども、この数値というのはどのぐらいかということですが、例えば

横浜市さんですと大体我々の３分の１弱ぐらいの量と思っていただければいいです。今、

横浜市さんが日本全国でいくと２番目ぐらいのレベルだということを聞いておりますので、

東京都としては非常に水の量も多く、給水人口も多く、毎日多くの水をつくって皆様に供

給させていただいているということでございます。 

 次のページをめくっていただきまして、いよいよ水道メーターの御説明をさせていただ

きたいと思います。私ども実は今ほとんどのメーターと言われているものは、左上にあり

ます機械式の水道メーターというものが入っております。これは右下にあります電子式の

水道メーターと違いまして、手検針、要するに検針員の方が目で見てその数値をハンディ

ターミナルに入れていくものになります。ですから、こちらのメーターについては、今回

いろいろ議論されておりますような自動検針、自動で読み取るというものに対しては、対

応ができないメーターになっておりますが、現状はこちらのメーターが今多く入っている

ということになります。 

 次のページの円グラフですが、こちらは給水件数ということで、これは区部だけの総数

で 500 万件ぐらいです。こちらで申し上げたいのは、御家庭の給水管というのは大体 30

㎜以下のものですが、そうしますとこの円グラフのほとんどの部分を一般家庭の水道のメ

ーターが占めているということになりまして、先ほど御説明させていただきました電子式

の水道メーターというのは全数の１％未満、約 25,000 件ぐらいにまだとどまっております。 

 次のページを見ていただきまして、これは水道メーターの厳しい設置環境ということで、

私も開発の方の責任者としてさまざまな自動検針への取り組みというのもやってきたので

すが、常に支障になるというか、なかなか過酷な環境というのがあります。どうしても水

道のメーターというのは道路より下、要するに普通のレベルより下にあるということで、

例えば左にあるように一時的に水をかぶってしまう。もしくは上に鉄板等を置かれてしま

いまして、通信がなかなかできないというものだったり、車庫の下につくることも多くて、
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車等がとまるとどうしても電波障害を起こしてしまって通信ができないということもあり

ます。水道メーターというのは、皆様御家庭のメーターを見られるとわかると思いますが、

なかなか見つけにくいところ、つまり目立たないところに置かれているものが多く、そう

いう意味では逆に言えば、設置環境が非常に悪いということをここで申し上げたかったと

いうことです。 

 次に、当局におけます自動検針に向けた取り組みということで、まず１枚めくっていた

だきまして、私どもはそうは申し上げても、いろいろ自動検針というのに取り組んでまい

りました。当局の自動検針の経過ということで、４点ほど挙げさせていただいておりまし

て、有線であったり無線であったり、今モバイル型の検針というのもやっているのですが、

こちらが主な取り組みです。 

 次のページで、自動検針の取り組みでまず有線ということですが、古くは多摩ニュータ

ウンが開発されたときに、私どもとしましては自動検針として最初に取り組んでおります。

その他工業用水道であるとか、最近の事例では臨海副都心と言われているお台場、有明地

区のところですね。そこで開発に合わせてつくったのが、私どもの有線での自動検針の取

り組みです。ただ、有線というのは、下の方に書いてございますように、ケーブルルート

の確保や維持管理・更新が非常に困難であるとか、今ＮＴＴ回線もアナログからデジタル

ということですが、私どもの方がアナログ対応からデジタル対応になっていなかった関係

で、なかなか自動検針に対応していけなかったこともありまして、この後、無線検針の検

討ということになっております。 

 そのページの後は、多摩ニュータウンの自動検針のイメージ、工業用水道の自動検針の

イメージ、臨海副都心の自動検針のイメージで、これは細かい表になりますので割愛させ

ていただきます。 

 無線による自動検針への取り組みということですが、これは私どもは 2004 年から調査を

始めていまして、方式としてはＰＨＳの通信回線を使いました電子式の水道メーターでや

っております。ただ、こちらもオレンジの字で書いてありますように、水道メーターとい

うのは非常に厳しい環境にあるということを申し上げておりますが、その中でこの通信と

いうのが高い確率で成功しなかったということで、ＰＨＳを使った通信回線は、この時点

では実験段階で終わったことになります。 

 次のページがＰＨＳ自動検針のイメージということで、表をつけさせていただいており

ます。 
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 今最新というか、今年度から取り組んでおりますのが無線での検針で、これは特定小電

力無線を使ったもので、これを使うことによって、検針がなかなか難しい箇所での検針作

業が今可能になってきていることです。これは実は今年度から始めて、これからモデル実

施から本格実施に移る過程でございまして、まだまだやるべき要因というのもあります。

こちらの下に書いてございますように、確かに敷地内に入らなくてもいいとか、あとオー

トロックマンションに外から対応でき、通信する場所を変えて検針の可能性が高くなると

いうことで、御紹介させていただいています。 

 １枚めくっていただいた裏がそのイメージです。これは先ほど東京ガスさんも説明して

いただいたように、ハンディターミナルというものを使いまして、検針員がメータの近く

で通信をしながら読み取っていくというものでございます。 

 最後にまとめになります。まずこちら４点ありまして、有線による自動検針は、維持が

なかなかできない。更新もできないということで、今縮小傾向にございます。また、無線

による自動検針も、設置環境によって非常に通信の厳しいところが多いというのがわかっ

ております。それで現状ですが、やはり検針作業のあくまでも補助としての無線というこ

とになります。私どもはそうは申し上げましても、やはり今後の自動検針ということを視

野に入れまして、メーターます内からでも確実に通信ができるような技術的な検討を進め

ているということで、皆様スマートメーターというハイテクの考え方の中で、水道事業と

いうのはもう尐しローテクの部分も多いということの御紹介をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○林座長 

 齋藤委員、どうもありがとうございました。 

 続きまして、お手元の資料６でございますが、「アジア・オセアニアのスマートメーター

に関する動向」につきまして、株式会社三菱総合研究所の佐々田様より、調査報告を行っ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○三菱総合研究所（佐々田） 

 三菱総合研究所の佐々田と申します。「アジア・オセアニアのスマートメーターに関する

動向」につきまして、プレゼンさせていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、目次で２項目挙げております。まず各国の導入状況とい

うことで、４ページほどにわたりまして状況を整理しております。その後で、主要国の導

入状況につきまして整理をしております。 
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 ３ページ目、アジアにおけるスマートメーターの導入状況ということで、中国、韓国、

インドのことを整理しております。導入や計画が進められている地域ということで整理し

ております。中国・韓国では、系統におけるエネルギーマネジメントや省エネルギーを背

景にいたしまして、スマートグリッドの構築が掲げられております。その一環といたしま

して、2020 年までにスマートメーターの導入を目標としております。インドでは状況が若

干異なりまして、不正・盗電によるロスを減尐させることを目的にいたしまして、スマー

トメーターの導入が進められております。 

 下の特記事項に書いてありますように、中国では 2020 年までに４～５億個のスマートメ

ーター導入をする見通しとなっておりまして、昨年末からことしにかけまして、約 4,000

万個の調達入札を実施しております。韓国では 2020 年までに全戸で導入目標が掲げられて

おります。インドでは、州ごとに電力会社がＩＴ企業を中心として導入していくという見

通しが出ております。 

 めくっていただきまして、アジアで導入が余り進められていない地域ということで、５

カ国の状況を書いております。その中で台湾につきましては、ある程度実験が多くなって、

普及にめどがついた場合には、100 万戸ですとか 600 万戸の導入を目指していくという目

標設定がなされております。それ以外の国につきましては、タイ、シンガポール、フィリ

ピンなどですが、実証実験を行って、状況を把握していこうという段階になっております。 

 続きまして５ページ目、オセアニア地域ですが、一部の州や事業者により先行的にスマ

ートメーターの導入が開始されている状況となります。特にオーストラリアでは、2012 年

までに全地域での導入計画を検討しているということになっております。 

 特記事項を見ていただきますと、ニュージーランドでは事業者が先行して導入計画を発

表しているという状況で、政府がガイドラインを策定して、義務化を慎重に検討している

という状況です。おおむね 2015 年ぐらいまでにはスマートメーター導入が進むのではない

かと見られております。オーストラリアでは、ビクトリア州が先行的に検討・導入を進め

ているという状況になっております。詳細は別途御説明いたします。 

 めくっていただきまして６ページ目、その他地域ということで、経済成長が期待される

地域等を見てみましたが、スマートメーターの導入は限定的と言えると思います。その中

でブラジルは昨年 10 月、2021 年までに既存のメーターをスマートメーターに切りかえる

ということを発表しています。目的はインドと同様に、不正や盗電防止と言われておりま

す。 
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 では、７ページ目から詳細がわかる国について整理をしております。オーストラリアに

おきましては、政府が 2007 年から検討を始めて、経済的に成立する地域についてはスマー

トメーターの導入を決定するということで、2007 年末には 29 項目の要件を整理しており

ます。機能や地域ごとの違いなどを考慮して、さまざまな費用対効果分析を実施されてお

られます。 

 そうした中で、ビクトリア州とニューサウスウェールズ州につきましては、スマートメ

ーターの導入をするという義務化が決まっております。ビクトリア州は 2009 年から４年間

で、ニューサウスウェールズ州は 2017 年までに、幾つかのパイロット事業を実施して、Ｃ

ＰＰ、ＴｏＵの効果を分析した上で導入を進めるということになっております。一方で、

スマートメーター導入のメリットは認識しているのだけれども、コストに懸念があるとい

うことで、これから実証で見きわめたいというクイーンズランド州などもございます。 

 めくっていただきまして８ページ目、先ほど申しました 29 項目を整理したものです。基

本的な機能は採用するという見解がなされておりますが、15番目の直接機器制御のための

インターフェースは現時点では不採用（ただし、継続して検討）、17 番目の宅内ディスプ

レイにつきましては、義務化では対象外（インセンティブについて検討）というような議

論になっております。 

 ビクトリア州が率先して義務化を決めているわけですが、その背景として、石炭の占め

る割合が大きくて、ＣＯ２削減に貢献することが期待されているということと、需要抑制

の効果が期待されている。あと欧州と同様に、請求は推定や自己申告に基づいているとい

うようなことが挙げられるかと思います。 

 右下にスケジュール表が出ております。当初の予定よりも若干おくれていますが、進め

られているという状況にあります。 

 10 ページ目に、配電事業者が州政府に対して幾つか計画を提出しているわけですが、

Powercor という会社では、90 万個のメーターをＲＦメッシュ方式でやる、故障率は年間

0.5％程度、入札によってメーターはスイスの会社、通信はアメリカの会社と契約していて、

おおむね１個当たり２万円程度というふうに発表されております。 

 費用回収につきましては、料金に上乗せして回収するということですが、今年度 68Ａド

ルということで、5,000 円程度を年間で追加で徴収するということが発表されておられま

す。 

 続きまして中国ですが、３ステップでスマートグリッドを検討していくということで、
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最初に計画・実証のステージ１、送電ネットワークを高度化していく。ステージ２という

のが、2015 年までにスマートメーターの導入を進めていく。最終的には Strong Smart Grid

ということで、地方への配電自動化拡張なども進めていくという、この３段階のステップ

を発表されておられます。中国は省エネ目標を掲げており、スマートメーターの導入の後

押しとなっていると考えられます。 

 11 ページの下に、ステージ１ではことしの末までですが、26 の省、市で約 3,300 万個の

スマートメーターの導入を計画されているということになっております。 

 12 ページに、去年の 12 月からことしの７月まで調達入札が行われた結果が載っており

ます。単相メーターというのが家庭用、三相メーターというのが高圧と見ていただければ

と思いますが、報道によるとおおむね落札価格は 2,000 円前後と言われております。ただ、

中国の場合は、単純な通信機能のみ有する等、必ずしもスマートメーターといえないもの

も多く含まれているのではないかと予想されます。ちなみにこのデータですが、証券会社

の投資レポートから抽出したものでして、スマートグリッド、メーターが投資対象となっ

ているというのがうかがわれるかと思います。 

 その中で代表的なメーター会社で華立（Holley Metering）という会社がありますが、こ

としオーストラリアやニュージーランド向けにスマートメーターを供給する予定であって、

タイやインドにも事業を展開していると聞いております。以前イタリアのＥＮＥＬのメー

ターを中国のあるメーカーが製造していたのですが、余りにも故障率が高いということが

問題になりまして、製造中止になったという経緯がありましたが、こういうことを教訓と

して品質向上が進められているというふうに聞いております。 

 13 ページのメーターシステムは割愛いたしまして、14 ページにスマートメーターの機能

を整理しております。おおむね日本や欧米などと違いはないように見受けられますが、上

から５つ目、自動負荷制御というのは遠隔の停止停解ではなくて、家の中の負荷をコント

ロールするものだと聞いておりまして、日本やアメリカとは違って中国独自の仕様である

と聞いております。 

 最後に標準化ということで、15 ページにまとめております。中国ではＩＥＣの既存規格

を考慮しつつ、独自の規格を策定しているということになっております。特に 2010 年６月、

ことしの６月ですが、国華電網が「スマートグリッド技術標準体系計画」を発表いたしま

した。その中で知能化計量という項目がありまして、システム構築や運用管理、計量設備

の３つの標準化を検討していくということが公表されておられます。また、特に 22 項目を
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重点として挙げておりまして、国際標準が既に存在する項目が 12 項目、国際標準が存在し

ない項目が 10項目あるということで、それらを検討していくということが記載されており

ます。 

 次に韓国ですが、非常に簡単ではありますけれども、スマートグリッドロードマップの

中で、スマートメーターの導入が 2020 年までの目標として掲げられているということを記

載しております。 

 17 ページはインドのことで、こちらは料金回収が総消費量の７割程度にとどまっている

という説もありまして、盗電というのが非常に社会問題化しているということで、プロジ

ェクトを立ち上げて電力ロスをなくすということを盛んにやられていると聞いております。

やり方としては、国内外のＩＴ企業 21社をリストアップいたしまして、州の電力会社がそ

の１社を入札で任命して、データの取得や配電の強化などをやっていくと聞いております。 

 以上です。 

○林座長 

 佐々田様、どうもありがとうございました。 

 続きまして、お手元の資料７でございますが、「世界のメーター市場の動向」につきまし

て、山下課長より御説明いただきます。山下課長、よろしくお願いいたします。 

○山下課長 

 それでは、資料７の「世界のメーター市場の動向」について御説明させていただきます。 

 １ページめくっていただきますと、世界における機械式を含むメーターの設置数は約 17

億個で、そのうちの約 10％に当たる 1.6 億個が「スマートメーター」とされております。

ただし、注にございますように、単純な通信機能のみ有する等、必ずしもスマートメータ

ーといえないものも多く含まれているのではないかと予想されております。今後、世界各

地での導入拡大を背景に、スマートメーターの市場はさらに拡大すると考えられるのでは

ないかということでございます。 

 海外の市場規模についてですが、その下にＡＢＳ Energy Research における推計という

ことで、今申し上げたような数値が出ているところでございます。２つ目のポツにありま

すように、これまでは先行的な国（イタリア、スウェーデン）、あるいは州（アメリカ・カ

リフォルニア州など）での導入のみでありましたが、今後は先進国を初めとした多くの地

域でスマートメーターの導入計画が立てられているということでございます。メーターは

Itron/Actaris、Landis+Gyr、Elster 等の大手メーターメーカーが開発から生産、供給ま
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でを担当し、各国の電力会社に売り込む形となっております。 

 日本の市場規模ですが、我が国におけるメーター数というのは、機械式を含めて約 8,000

万個。新品の年間生産個数は約 230 万個であって世界の 1.8％、うち電子式は 80万個とい

うことでございます。新型電子式メーターが、一部の電力会社の実証実験で約 45 万個設置

されているということでございます。電力各社のメーターは国内メーターメーカー５社＋

ＯＥＭ供給生産９社の 14社体制ということになっております。 

 ２ページでございますが、世界のスマートメーターの導入状況及び計画というものを、

グラフにしているところでございます。スマートメーターの大規模導入を決定、もしくは

義務化している国・州は、このグラフを見ていただければわかりますように、2010 年代に

ほぼ全数の導入が完了する見通しでございます。これはいわゆる欧米に加えて、中国や韓

国、そういうところもその中に入っているところでございます。我が国においては皆さん

御承知のとおり、エネルギー基本計画におきまして、「費用対効果等を十分考慮しつつ、2020

年代の可能な限り早い時期に、原則全ての需要家にスマートメーターの導入を目指す」と

いう国の目標が設定されているところでございます。 

 続きまして３ページでございますが、海外のメーター市場、メーカーの動向についてと

いうことでございます。世界シェア上位のメーカーによるスマートメーターは、世界各国

で採用されております。３大メーカーと言われます Itron/Actaris、Landis+Gyr、Elster

の世界シェアが約 34％ということに比べまして、国内市場が基本的にマーケットとなって

いる日本市場の比率は約 1.8％でございます。中国やインドのメーターメーカーは国内市

場を中心に展開しておりますが、国内市場が非常に巨大であることを背景にシェアが非常

に大きく、近年中国メーカーの海外進出も見られるようになってきたということでござい

ます。 

 ４ページに、世界３大メーターメーカーの変遷について、御参考までに記しているとこ

ろでございます。 

 ５ページでございますが、我が国の電力メーターの状況ということでございまして、先

ほども申し上げましたように、日本の市場規模というのは、世界市場規模が約 50 億ドルに

対して 300 億円ということでございます。電力 10社における年間取付数は約 900 万個で、

うち新品が約 190 万個。残りは回収した既設の電力メーターを修理・再利用しての使用と

いうことでございます。機械式の再利用が大半でございまして、年間の新品の需要は年間

取付数の２割程度ということでございます。メーカー１社当たりの生産量は、海外メーカ
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ーと比較して尐ないということでございまして、ご参考までに例えばということで、日本

の全メーターをメーカー５社でスマートメーターの供給を行うとすれば、160 万個/年/社

ということになります。 

 以上でございます。 

○林座長 

 山下課長、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、これまでさまざまな議論を過去してきたわけですが、それにおけ

ます主な論点及び今後のスケジュールにつきまして、山下課長より御説明いただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○山下課長 

 これまでの議論における主な論点についてということでございます。私自身が参加して

いなかったのでございますが、これまで行われた議論をまとめてみたものであります。資

料８と、今後の検討スケジュール、資料９とあわせて御説明させていただければと思いま

す。 

 まず１番目でございますが、議論になっていたものとして、スマートメーター情報の取

り扱いについてということでございます。原則と書いてございます。こちらで考え方の基

本として、情報の取り扱いの基本的な考え方について、メーター情報はだれがコントロー

ルすべきものと考えるかという論点でございます。 

 提供情報ということですが、省エネ・省ＣＯ２、新産業の発展、コスト低減、メーター

導入の時間軸等の観点から、計測・提供されるメーター情報はどのようなものが考えられ

るかという論点。それから、メーター情報の提供ルートについて、ＨＥＭＳへの直接の情

報提供というルートと、電力会社等の通信ネットワーク経由の情報提供とがあるが、これ

らをどのように考えるべきかという論点。 

 プライバシー、セキュリティーの確保という観点から、メーター情報を提供する際、需

要家のプライバシー保護等の観点から、講ずるべき対策は何かという論点。 

 電力会社等のネットワークということにつきましては、スマートメーター普及の観点か

ら、電力会社等の通信ネットワーク形成はどうあるべきかという論点。 

 ＨＥＭＳとのインターフェースの標準化ということですが、メーター情報の利用を可能

とするため、ＨＥＭＳとの通信インターフェースの標準化を進めるべきではないか。また、

ＨＡＮ（家庭内機器のネットワーク）の標準化と整合性を持って進めるべきではないかと
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いう論点。 

 ２番目でございますが、スマートメーターの普及についてということでございます。メ

ーターに求められる機能とコストの低減ということから、メーターに求められる機能につ

いては、メーター導入の時間軸や、海外事例、及び我が国の現状を踏まえたシンプルなも

のとすべきであるが、それは何かという論点。それから、メーターコストの低減、さらに

は国際競争力の観点から、メーターの標準化をいかに進めるべきかという論点。 

 制度上の課題として、メーター本格導入に当たって、計量法等制度において支障となっ

ている事項はあるのかという論点。 

 費用負担に関してですが、電力会社等にとってのメリット（海外との比較、時間軸）と、

社会全体としての便益等を踏まえ、メーター導入に係る費用はだれがどのように負担すべ

きかという論点。 

 普及のスピードということでございますが、海外事例、我が国の現状、メーター関連技

術の開発状況等を踏まえつつ、普及スピードをいかに考えるべきかという論点。 

 ３番目でございますが、スマートメーター導入に期待される効果ということで、これは

当然すべてに係ってくることでございますが、電力会社等、需要家、産業などにどのよう

な効果がもたらされるか。また、現時点で想定が困難な便益をどのように評価するかとい

う論点でございます。 

 これらの論点につきましては、個別の論点については資料９の方を見ていただければと

思います。次回、第５回は 10月４日を予定しておりますが、ここで情報の取り扱いのまず

１番目といたしまして、原則、提供情報、プライバシー・セキュリティーの確保について、

集中的に議論をさせていただければと思います。第６回につきましては、スマートメータ

ー情報の取り扱いについての２番目として、電力会社等のネットワーク、ＨＥＭＳとのイ

ンターフェースの標準化ということで議論をさせていただけないかと。第７回におきまし

て、スマートメーターの普及についてということと、スマートメーター導入に期待される

効果について、議論をさせていただくということで、第５回、第６回、第７回でそれぞれ

の論点について、深掘りをして議論をさせていただければと思っております。 

 ということで、これまでの議論における主な論点というのが、こういう整理でそもそも

いいのかどうかということを、御議論いただければと思っております。 

 以上です。 

○林座長 
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 山下課長、どうもありがとうございました。 

 それでは、この後は討論に入りたいと思います。委員の方々は活発な議論をどうぞよろ

しくお願いいたします。なお、御発言される方は、お手元にありますネームプレートを立

てていただきますように、よろしくお願いいたします。順に御指名させていただきます。

また、できるだけ多くの委員の方に御意見をお願いしたいと思いますので、お一人様の御

発言は３分程度でお願いしたいと思っております。議事進行に御協力をお願いいたします。

それではよろしくお願いいたします。では、中山委員、よろしくお願いいたします。 

○中山委員 

 中山でございます。幾つか論点を整理いただきましてありがとうございました。このよ

うな論点をさらに深掘りするという観点では、ＨＥＭＳとのいろいろな関係については議

論が過去あったかと思いますが、それ以外にＥＶなどの観点で、Ｖ２ＨだとかＶ２Ｇだと

か、あるいは宅内の蓄電池との関係とか、あるいは太陽光を入れたときの逆潮流のコント

ロールだとか、あるいは宅内の家電機器との協調だとか、そういったものに関する使用形

態といいますか、ユースケースといいますか、そういったものの議論がまだ尐し足りない

ような感じがしておるのですが、このあたりを今後のスケジュールの中でしていただいて、

その上でやはりスマートメーターの仕様というものも導いていくというようなことが必要

ではないかと思います。この辺を確認だけさせていただきたいと思いました。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。では、今の見解についてはまた後ほどお答えさせてい

ただきますが、ほかにございますでしょうか。齋藤委員、よろしくお願いいたします。 

○齋藤委員 

 やはり今の論点の中身になるのですが、資料８の「２.スマートメーターの普及について」

というところで多分考え方としては一緒だと思いますが、私どもがやはり今後スマートメ

ーターというものを、例えば水道事業にどうするかといったときに、たしか最初のお話の

ときもあったと思いますが、日本版のスマートメーター、日本型のスマートメーターの定

義みたいなものを、尐しクリアにしていただくということをお願いしたいと思います。こ

ちらの最初のところに、「我が国の現状を踏まえたシンプルなものとすべき」ということが

盛られていますが、もう尐し明確に日本版のスマートメーターはどういうものなのかとい

うのがイメージしやすいものにしていただけると。私どもはどうしても電力事業者様やガ

ス事業者様と違って、これから取り組む、考えていくというところなので、その辺を尐し
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明確にしていただけたらありがたいと思います。 

○林座長 

 どうもありがとうございます。では先に前田委員の方から。 

○前田委員 

 今の論点についてプラスアルファということで。私どもでもメーター側と通信ネットワ

ークとの間の標準化。ここには余り出ていなくて、ＨＥＭＳ側との話だけですが、通信ネ

ットワーク側との標準化。これはもうかなりのところで進んでいるとは思いますが、そこ

について尐し議論しなければいけない。 

 それから、通信ネットワークそのものに対して、何とかでなければいけないというので

はなくて、もう尐しいろいろなオプションが考えられるので、そのいろいろなオプション

に共通して、どのような通信ネットワークでもそれぞれが標準化をした上で通信ができる

ような、そういう仕組みにしないと、何か一つだけということは非常に難しいのではない

かと思います。標準化した上で、通信側も、それからＨＥＭＳ側もいろいろなタイプがあ

るのかもしれませんが、そこは完全にどこも全部トランスペアレントになるという、そう

いう方式が望ましいのではないかと思っていますので、そこを追加してください。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。それでは辰巳委員、よろしくお願いいたします。 

○辰巳委員 

 きょうまでのお話を聞いていて、自動計測ということの必要性、それはかなり私も理解

できたと思っております。そういうのが時代の趨勢というか、流れなのかなということも

よくわかりました。 

きょうの御説明の中にも出てきた双方向という単語ですが、すごく美しい言葉で、例えば

今テレビの地デジ化を進めるに当たって、私たちのメリットはといったときにも、双方向

という単語が出てくると思います。現実問題、地デジ化に我が家もしていますが、どうい

うふうに双方向の価値があるのかというのがわからないままです。ですので、非常に双方

向という言葉はいいと思うし、価値があると思いますし、何かうまく使えるといいと思い

ますが、それは私たちにどういうメリットがあるのか、いつも言っていますが、よくわか

らないというところをきちんとわからせてほしいですね。 

 きょうの論点整理のところで情報提供と書かれていますが、本当にこれは消費者のニー

ズかどうかもよくわからないですよね。前も申し上げたかと思いますが、積極的な消費者
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にはこういうニーズがあるであろうし、そういう人はアクティブに、この双方向というこ

とに関しても取り組むだろうからニーズがあるといえますが、カバーというんですか、ど

こまでの人を対象にこれを考えておられるのか。つまり全国民が対象なのか、積極的に手

を挙げる人だけが対象なのか。そのあたりもよくわからないと思っています。スマートメ

ーターの普及で最終的にどうするのか、そのあたりの到達点はどういうところをイメージ

するのかというのは、もう尐し全体で話し合って、私も納得できればと思っております。 

 それから、先ほども発言され、私も前から言っておりますが、何より計量したデータが

ある。例えば電力会社さんだったら電力会社に集まっていますよね。私たちにそれが戻る

ようなことが多分私たちにとってのメリットなのかもしれませんが、それをだれがつなぐ

のかというのが私も危惧するところで、だからそこのところはネットワークが見えにくい

なと思っております。 

 今も、例えば各家庭ででもいろいろな通信方法があって、本当にみんなわかって使って

いるのかと思うくらいに、何とかフレッツだとか何とか何とかと言われたり、光何とかと

言われたり、ケーブルでどうとかこうとかという話があったりして、何だかわからないま

まに事業者の説明が上手なところに引っ張られて契約をして、家庭のネットワークをつく

っている場合が結構多いと思います。そういうのも私たちは本当に正しい選択ができたの

かよくわかっていない状況と思います。今既にそういうネットワークがありますが、正し

い選択ができているのかどうかというものもわからないし、私たちは選ぶ立場にありなが

ら、こういう理由でこれがいいんだということがわからないままに選んでいるような気が

とてもするのです。一回決めてしまうと、改めてこっちの方がいいと言われても、それに

乗りかえること非常に手間がかかるというか面倒で、なかなかできないという気もします。 

 だからこそ、ネットワークが非常に重要だと思っていて、私は今の状態ではまだよくわ

からないままですということが意見です。そういうところを、この論点でもう尐し明確に

していただけるような話し合いがあるといいかと思います。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。それでは石王委員、よろしくお願いいたします。 

○石王委員 

 これからの議論で、実は３点、もう一度はっきりさせておきたい点がございます。 

 １つ目は基本的な話ですが、今回のメーターの話というのは、電力メータープラスガス、
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水道のメーターも含めて議論するのですかということです。ガスの方は大体日本はマイコ

ンメーターということで整備されていますし、そもそもこの３つトータルの議論かどうか、

別々にするのかということで、これはちょっと基本的な話で、その議論を整理したいとい

うのが１点。 

 ２つ目は、メーター情報と言っていますが、メーター情報というのは実はいろいろござ

いまして、１カ月の電力需要という情報から、これから例えばリアルタイムに日々時間ご

とに、しかもどんな機器を使ったかわかる情報もある。ですからこれにより、例えば１カ

月の電力消費ぐらいであると大したセキュリティーの問題はないですが、日々の使い方が

わかりますと、これは個人の生活パターンがわかったりして、セキュリティー上の重要度

が多分ふえるだろうということで、一度この情報の整理を、メーター情報の定義というの

をきちっとした方がいいかと思います。 

 ３点目に、日本におけるシンプルなものとすべきということであるのですが、そもそも

このスマートメーターに何を期待するのかということを、もう一度整理すべきであると思

っています。導入されているニーズというのは、単純に盗電防止から改ざん防止というも

のとか検針の自動化から始まって、将来見える化にするのか、さらにはデマンドサイドも

コントロールするのかによって、多分メーターの機能は違うんですよね。当然コストも違

ってきます。だから、どこまでを入れ込むのかというのを合意した上で議論しないと、メ

ーターのスペックがなかなか決めきれないので、その点を整理した上で議論をスタートし

たらどうかと思います。 

 

○林座長 

 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。土井委員、よろしく

お願いいたします。 

○土井委員 

 土井でございます。今日、三菱総研さんから、オセアニア・アジア地域のスマートメー

ターの動向に関する情報を提示いただきありがとうございました。大作だと思っておりま

す。 

 その中で、例えば中国のメーターの値段に驚いたのですが、こういったコストの話は、

これからの議論の材料になると思います。ただ、そうした議論をする場合は、例えばこの

中国のメーターが何年間、使用できるのか。仮に日本の４分の１であれば、当然コストは、
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単純に言えば、４倍になりますので、トータル運用コストといいますか、メーターを使う

期間の中でどういったコストがかかるかを評価すべきです。当然、故障率も関連がござい

ます。オーストラリアで想定している故障率が記載されておりましたが、0.5％といいます

と、毎年 200 台に１台壊れるということになります。我々の常識からすると、これはちょ

っと日本では考えられないと感じましたが、こういった故障率も踏まえたコストの評価が

必要だと思っています。 

 あと、冒頭、中山委員もおっしゃられたのですが、私も今まで何度か申し上げましたが、

このスマートメーターという言葉の定義について整理した上で、議論すべきです。第１回

検討会で、例えば海外での定義として、ＡＭＩやＡＭＲなど、いろいろ紹介がありました

が、今回の資料にあります海外の計画では、スマートメーターとして、どういったものが

どういう展開で計画されているのか。そのあたりをよく見ておかないと、日本の計画をど

うするかなどを議論する際の参考にならないのではないでしょうか。もう尐し海外の状況

については勉強する必要があると思います。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。松村先生、よろしく

お願いいたします。 

○松村委員 

 三菱総研の資料でも、その後の事務局の資料でもそうですが、簡易な通信機能を使って

いて、必ずしもスマートメーターとは言えないものも含まれているという説明がよくわか

りませんでした。特に中国のメーターについて、総研さんの資料の説明であったと思いま

すが、これは具体的にどういうことなのか教えていただけないでしょうか。 

 この研究会で議論されているような機能を果たすことができないような簡易な通信機能

というものが、僕には具体的に思い浮かばなかった。この研究会で議論されているのは、

例えばバケツリレーのようなやり方で、何度かトライしてようやくデータが届くというよ

うな、リアルタイムで電力消費量を把握するという状況からほど遠いようなものでも、ス

マートメーターの定義に入っているはずです。これよりも簡易な通信機能だったら、一体

どういうデータをとる通信なのかイメージがわかなかった。あるいは例えば遠隔で閉鎖す

るだとかという、開閉機能を持っていないような、そういうプアな通信機能、事実上片方

向しか通信機能を持たないというようなことならまだわかる、それは確かにスマートメー
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ターではないと思うのですが、具体的どういう機能のものなのかを言っていただかないと、

簡易な通信機能なので違いますだけでは余りにも説明がラフすぎるのではないか。 

 それからその他にも、例えば要件の誤差率±１％以下は何を意味しているのでしょうか。

納入したメーターが全て計量誤差±１％以下でなければならない、サンプル調査で±１％

を超える誤差がでたら、全ユニット作り直しと言うことですか。全数検査して誤差±１％

以上出たらメーターは取り替えると言う意味ですか。この検査費用はメーター費用に含ま

れていますか。これはほんの一例で、出てきた表の細かいところを見ると、何を言ってい

るのかよくわからないところが多くて、私には理解できませんでした。もし可能であれば、

最終的に、日本のスマートメーターのイメージがかっちりしてきた後で、これに比べてこ

ういうふうにスペックが务っている、だからこんなに安いので、到底これを採用すること

はできない、というのがわかるような格好で資料を出していただけると助かります。幾ら

何でも、ここにいる人すべてが 2,000 円などという費用を目指してということは絶対にな

いと思うのですが、何が違うのかというのがもう尐し見えるようすることなく、「スマート

メーターとは言えない」などと安易なことを言われても困ります。仕様が一致していない

というだけのことなら NZの例でも米国の例でも程度の差こそあれ同じはずなのに、この資

料だけから我田引水的に「中国の例は参考にならない、中国製のエネルの例は参考になら

ない、NZの例は参考になる」などと言い出す人が出てくることを懸念しています。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。それでは城所先生、お願いします。 

○城所委員 

 他の方ともかぶるのですが、まずスマートメーターの定義というのをしっかりした方が

いいというのは、私もそう思いました。例えば今日の資料でも、資料３、資料４、資料５、

特に資料３と資料４は、ガスに関してもスマートメーターという言葉を使っていますが、

資料６と資料７は恐らく電力に関するスマートメーターだと思うので、スマートメーター

ということを言った場合に全部を含めるのか、それとも電力だけのものかというのは、最

初に定義をしっかりしておくべきでしょう。 

 ２点目、今の１点目にかかわるのですが、では電力のことを考えた場合に、スマートメ

ーターを設置していく主体というのが電力会社なのかどうか。それはここに書いてないで

すが、例えば他の会社が勝手にスマートメーターをつけていいものか、それとも電力会社
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だけがつけるものなのか、ということが考えられると思います。費用負担の話がそこに関

わってくると思いますが、電力会社がつけるものなのか、国がつけるものなのか、他のだ

れでもつけてもいいのかという論点があると思います。 

 ３点目です。ここに出ている最初のポツで、「メーター情報はだれがコントロールすべき

ものと考えるか」というのがあります。この文面ですと、メーター情報は消費者のものと

いうのは認めて、それをだれがコントロールすべきものと考えるのかというふうに私は読

めるのですが、消費者のものなのかどうかも含めて論点なのかどうかというのは、はっき

りした方がいいのではないか。 

 最後に、下から２番目のポツで、「我が国の現状を踏まえたシンプルなものとすべきであ

るが、それは何か」というのがありますが、シンプルなものとすべきというのは議論で合

意されましたでしょうか。私はちょっと記憶にないのですが、シンプルなものにすべきと

いう合意はどこかであったのでしょうかというのが質問です。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。では、梅嶋委員の方から。 

○梅嶋委員 

 私の方からは４点ほど申し上げさせていただきたいと思います。 

 現在私の方は、参考資料についておりますスマートハウスということで、経済産業省の

情報経済課さんと連動させていただきながら、各企業様との調整の方をさせていただいて

いるのですが、そこにおきましても委員の皆様からの提案がありますように、スマートメ

ーターの定義が早く欲しいというような思いは非常に共通しておりますので、この検討会、

研究会におきまして定義されるということは、非常に有意義だと思っております。 

 そのときに、定義される内容というのがやはり非常に重要になってくると思っておりま

して、例えばコストでありますとか、スマートハウスという情報システム側にデータを出

すインターフェース方式、そしてスマートメーターの設置主体は誰なのか、コスト負担者

は誰なのか。先ほど議論がありましたが。これらに加えましてやはり必要性を増してきま

したのが機能の定義です。検針を初めとした情報の開示機能だけを持てばいいのか、そう

ではなくて冒頭中山委員の方からありましたが、ＰＶ、ＥＶを初めとして、さまざまな機

器の制御までこのメーターが持たなければいけないと考えるのか。持たなければいけない

という言い方をしますと、それは必須機能としてとらえがちですが、そうではなくて、逆
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に言うとそれは差別化機能として設置してあればいいのかという考え方もあると思ってい

まして、この辺に関しまして、特にインフラとのつなぎという意味で水道もガスも電気も

そうだと思いますが、メーターというものがどういうものなのかという議論を、ぜひここ

で定義していただければと思っています。それが１点目でございます。 

 ２点目に関しましては、本日事務局の方からも報告がありましたが、私はインドネシア

でオルタナティブ・エナジーのプロジェクトにも参画しているのですが、海外展開の情報

に関して日本に入ってくる情報がワンステップ遅れた情報が入ってきているのではないの

かと思っております。各国がインフラをつくるときに、可能な限り自国の製品を使って製

作したいという思いが現地では相当強いです。自国が持つ人材や知財をいかに有効に活用

して、一部分コアの部分を先進国から導入して、自国オリジナルのシステムをつくる。や

はりそういう設計思想への支持が多くなっておりますので、その意味では今回この研究会

で検討するスマートメーターが、日本が成長戦略としてインフラ輸出を主導していく場合

に、レバレッジをきかせる道具として使えるのかどうかといったところの視点も、検討す

べきではないかと思います。それが２点目でございます。 

 ３点目は、次回議論すると思いますが、ぜひプライバシーの議論に関しましては、消費

者対企業という軸で語るのではなくて、やはりもう尐し広い視野を持った形で、新たに検

討する時期が来ていることを考慮に入れて頂きたいと思っております。 

一例を申し上げますと、私は経営情報システムの研究をやっていますが、現在この国で食

品流通に関しまして言われているのが、30～40％は廃棄されているという事実です。やは

りそういうことを考えますと、消費者が保有する情報を社会全体として適切に共有する仕

組みを考えていかないと、要するに高廃棄の世界というのはなくすことができないと思っ

ております。その意味ではぜひプライバシーの議論をする際にも、消費者対企業という軸

に捕われずに検討できればと思っております。 

 最後になりますが、今回論点一覧にありました「メーター情報はだれがコントロールす

べきものと考えるか」という議論提起に対して、この検討会で解を出すということに関し

ましては、私は賛成したいと思っております。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。ほかにまだ御発言されていない方で、いろいろ御意見

を持たれている方がいらっしゃれば、ぜひ賜りたいと思いますが。藤原委員、よろしくお
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願いいたします。 

○藤原委員 

 いろいろと論点を整理していただき、ありがとうございます。今後、どのように議論を

進めるかということについて、ここで挙げられている点については、確かに、そのとおり

という部分はありますが、幅広く 360 度すべてを視野に入れて議論を進めていくのか、あ

るいは具体的に現実的に進んでいるものを前提に、どのようなものを取り上げていくのか

というようなところはもう尐し絞って――これは変な言い方ですが、事業者として引かれ

者の小唄を言っているわけではないのですが、もう尐し論点を絞っていただかないと、事

業者としても対応が難しいというところです。 

 具体的にどういうことかといいますと、例えば、メーターの開発にあたっても、いろい

ろと技術検証をしていかなければなりませんし、通信方式についても、本当に現実的にと

り得る方式を現在模索しており、このぐらいのことができそうかなという感触はあります

が、すべての通信手段について、映像から何からとれるような高速のものを恐らくメータ

ーに採用することは難しいと思われます。また、メーターそのものの大きさを考えたとき

に、全てのニーズに対応できる機能を収容できるようなものにもなかなかならないと考え

ており、それでは、現在の検討を全部御破算にしてということになりますと、ここに書か

れておりますように、2020 年代なるべく早くという、いろいろ条件が整えばという前提が

つきますが、そのもとで何が達成できるかというと、なかなか達成できないということに

もなるわけであります。 

 関西電力さんからも以前に御説明があったわけですが、その前提に立って、今現在メー

ターではどのような開発が進んでいて、どのようなものを機能として搭載していくかとい

う、ある程度現実的な視点で御議論いただけたらと思います。さもなければ、なかなか何

も決まらず、その次のステップにも進めないということになります。その結果、事業者と

してもどのような対応をとるべきか、無駄な時間だけが経過するということになりますの

で、現実を踏まえたところで十分御議論いただければたらと思います。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。大野委員、よろしく

お願いいたします。 

○大野委員 
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 今の藤原委員の意見につけ加えてということになるのかもしれませんが、現実には電力

会社 10 社があり、今までの歴史的経緯もありまして、それぞれの地域ごとに設備、例えば

メーターの形が違うだとか、それから気候も違う。いろいろな条件の違いもあるわけでし

て、これから検討していくときに、総花的にこういうものが理想だというのと同時に、例

えばそこの進めていく時間を含めまして、やはりそれぞれの実情というものを十分考えて

いくようなことを含めてやっていただきたい。 

 それからもう１点は、何点か出ていましたが、やはり本当に消費者の方々が求められる

ことかどうか。あるいはそれが要は全部に一回やっておけばいいよというだけでない、あ

るいは一部だけの方のものなのかもしれないし、そういうあたりをよく吟味して、どこま

で盛り込んでいくかということを考えていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、大体御意見が出たようですので、事務局の方から、本日の皆様の意見をまと

める意味で、山下課長からコメントをいただきたいと思います。 

○山下課長 

 皆様、貴重な御意見をありがとうございました。 

 幾つかの議論が出てきていたと思いますが、一つはいろいろな皆様から御指摘いただい

たスマートメーターの定義については、我々としてもその機能などを整理をした上で、今

後の議論の中でそれを皆さんに御議論していただくというような形をとらせていただけれ

ばと思います。 

 それから、全体の枠組みとして、この中に一つありましたＨＥＭＳの中の議論と、通信

を使ってどうコントロールしていくかという議論が、幾つかの御意見としてありましたが、

それは第６回のときにスマートメーター情報の取り扱いについて②のところで、これは次

世代送配電システム制度検討会との合同開催会になっておりますので、この場で議論をさ

せていただければと思います。 

 それから、原則のところの考え方についてですが、中身については次回御議論いただけ

ればと思いますが、事務局的には、すみません、事務局的にというか、私的にはこれは消

費者のものだろうということを前提に書いたつもりでございました。もしそれがおかしい

ということであれば、それはまた次回の場で御議論いただければと思っております。 
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 それから、松村先生からの中国の簡易な通信、それは何かというところは、できれば三

菱総研の方から後ほど、別途ご報告させていただければと思います。 

 それから、電力・ガス・水道の考え方についてもございました。これは私の印象ですが、

今回のプレゼンで水道の位置づけが若干違うような印象を個人的には持っておりますが、

日本版スマートメーターの定義に関する議論をしていく中で、そのあたりも一緒に議論を

していただければと思います。 

 それから、全体論を常にフィードバックしながら、頭に入れながら考えなければいけな

いポイントと、具体的に一つずつ詰めていかなければいけないプロセスというのがござい

ますので、必ず全体論に帰っていく議論がこういう会議の場では出てくるものですから、

それは常に考えながら、今回御提示した第５回、第６回、第７回というところでは、個別

の論点についても尐し深掘りをして、１歩でも２歩でも議論が先に行くような形で進めさ

せていただければと思っております。 

 それから、ほかにいろいろ御意見をいただいたものにつきましては、いただいた御意見

をもとにしながら、我々としてその整理の中でそれを参考にさせていただいて、次回以降

の議論の中で提示させていただければと思っております。 

○林座長 

 では小林委員。 

○小林委員 

 簡易の通信ということに関して、ちょっとだけ私たちが知っていることをお話しします。 

 前回もプレゼンのときに話をしたと思いますが、基本的にヨーロッパ及びアメリカのス

マートメーターの開閉機能というのは、それを開閉すると負荷に行く電気そのものが切れ

るということ、これは大きな特徴になっているわけです。中国のメーターはもちろんそう

いうスマートメーターと呼ばれているものもありますが、今までの発展過程においては、

基本的には電気は切らないで、小さいリレーを持っていて、例えばエアコンに対して切る

信号を出すというようなことで通信をやっている例が今までかなりありました。大体中国

では２～３個のリレーがついていまして、そこから切る信号を出して、電源を切るではな

くてとめてしまうという、そういう通信のやり方をしていました。これをスマートメータ

ーと呼ぶかどうかというのは疑問かというところを、ＭＲＩの佐々田さんはおっしゃった

のだと思っています。ちょっと簡単に御説明をいたしました。 

○林座長 
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 どうもありがとうございました。 

 本日は本当に皆様からたくさんの御意見をいただきました。非常に貴重な御意見という

ことで、多岐にわたっていろいろな絡みがございまして、先ほどいろいろ御質問いただき

ましたが、簡単にすぐ答えが出るというわけではないとは思います。本日いただきました

御意見を持ち帰りまして、事務局等とじっくり考えていった上で、またいろいろ御相談を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして第４回検討会を閉会いたします。本日はお忙しいところを

どうもありがとうございました。 

（了） 
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